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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年２月１９日（平成３０年（行情）諮問第１０９号） 

答申日：平成３１年３月１１日（平成３０年度（行情）答申第４７０号） 

事件名：地方労働局の機構や定員数等を意思決定する過程において各労働局か

ら提出された文書（特定期間分）の不開示決定（不存在）に関する

件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「地方労働局の機構や定員数等を意思決定する過程において，各労働局

から提出された文書（平成２０年度～３０年度分）」（以下「本件対象文

書」という。）につき，これを保有していないとして不開示とした決定は，

妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年

１１月１３日付け厚生労働省発地１１１３第１号により，厚生労働大臣

（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った不開示決定（以下

「原処分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    常勤職員だけで人件費が年間１００億円を超える部局が存在するなど，

一つの地方支分部局だけをみても多くの人数が配置されている状況です。

定員数の意思決定過程において，地方支分部局からなにも行政文書を取

得していないのは不自然ですし，もし仮にそうであれば業務に支障を来

します。ある地方に特有の事情がまったくなく，特有の事情の連絡を受

けていないというのも考えにくいです。地方厚生局分は文書が開示決定

されていますし，他行政機関に対する同文言の開示請求で不開示となっ

た案件はありませんでした。特定すべき文書が存在すると思われます。 

 （２）意見書 

    それぞれの都道府県労働局，労働基準監督署，公共職業安定所により，

１署所あたりの常勤職員，非常勤職員の人数や１署所あたりの行政サー

ビス利用者数，１人の職員が担当する行政サービス利用者数（１人あた
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りの利用者数）等は大きく異なります。（同種の地域でも倍以上異なる

場合があります。）厚生労働省だけで一律に決定していたらなぜ大きな

差があるかの理由が説明できません。地方特有の事情は必ず存在し，厚

生労働省に連絡されています。また，地方特有の事情に限らず，細かい

業務情報を全て厚生労働省では把握していないため，労働局から必ず情

報が提供されています。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

 （１）本件審査請求人である開示請求者（以下，第３において「請求者」と

いう。）は，平成２９年１０月１２日付けで，処分庁に対して，法３条

の規定に基づき，「地方労働局の機構や定員数等を意思決定する過程に

おいて，各労働局から提出された文書。例えば，行政サービスの利用者

件数や来年度新たに必要となる業務内容，ある地方特有事情で考慮すべ

き内容が記載されたものなど。（平成２０年度～３０年度分）」に係る

開示請求を行った。 

 （２）これに対して，処分庁が，平成２９年１１月１３日付け厚生労働省発

地１１１３第１号により不開示決定（原処分）を行ったところ，請求者

は，これを不服として，同月１９日付け（同月２１日受付）で審査請求

を提起したものである。 

 ２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，法９条２項の規定により，不開示とした原処分は

妥当であり，本件審査請求は棄却すべきものと考える。 

 ３ 理由 

 （１）都道府県労働局の組織及び定員について 

   ア 都道府県労働局に置かれる課若しくは室，労働基準監督署又は公共

職業安定所といった組織については，厚生労働省設置法（平成１１

年法律第９７号）及び厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省

令第１号）により定められている。 

     都道府県労働局，労働基準監督署及び公共職業安定所が分掌する事

務は全国斉一的に実施する必要があり，したがって，これらを実施

する機構の在り方は厚生労働省本省において検討されるものであり，

都道府県労働局ごとにその機構の在り方が検討されるものではない。 

   イ 都道府県労働局（労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。）の

定員については，その合計数が厚生労働省定員細則に規定されてい

るが，都道府県労働局ごとの定員数についての定めはない。 

     都道府県労働局及び都道府県労働局管内の労働基準監督署並びに公

共職業安定所の人員配置については，厚生労働省定員細則により定

められた都道府県労働局の総定員数を基に，厚生労働省から都道府
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県労働局長宛てにそれぞれの総数が通知されている。 

     その過程の中で，労働局（４７カ所），労働基準監督署（３２５カ

所 支署を含む）及び公共職業安定所（５４４カ所 出張所，分室

を含む）の特有の事情，要望等を反映させることは困難であり，都

道府県労働局からの特有の事情，要望等の提出は求めていない。 

 （２）原処分の妥当性 

    都道府県労働局の組織及び定員については，上記（１）のとおりであ

り，また，諮問庁においては，本件審査請求を受け，改めて関係部局に

対し本件審査請求に係る開示請求の対象文書を保有しているか確認を行

ったが，当該文書の保有は認められなかった。 

    このため，本件対象文書を保有していないとした原処分は妥当である。 

 ４ 請求者の主張について 

   請求者は，審査請求書において，「地方支分部局からなにも行政文書を

取得していないのは不自然ですし，もし仮にそうであれば業務に支障を来

します。」と主張しているが，本件対象文書については，上記３のとおり

である。 

 ５ 結論 

   以上のとおり，原処分を維持することが妥当であり，本件審査請求は棄

却すべきと考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年２月１９日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年３月２８日     審査請求人から意見書を収受 

   ④ 平成３１年１月１７日  審議 

   ⑤ 同年３月７日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不開示とする原処分を行ったところ，審査請

求人は，原処分の取消しを求めている。 

   これに対して，諮問庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本

件対象文書の保有の有無について検討する。 

 ２ 本件対象文書の保有の有無について 

 （１）諮問庁は，本件対象文書を保有していないことについて，理由説明書

（上記第３の３）において，以下のとおり説明する。 

   ア 都道府県労働局に置かれる課若しくは室，労働基準監督署又は公共

職業安定所といった組織については，厚生労働省設置法及び厚生労
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働省組織規則により定められている。 

     都道府県労働局，労働基準監督署及び公共職業安定所が分掌する事

務は全国斉一的に実施する必要があり，したがって，これらを実施

する機構の在り方は厚生労働省本省において検討されるものであり，

都道府県労働局ごとにその機構の在り方が検討されるものではない。 

   イ 都道府県労働局（労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。）の

定員については，その合計数が厚生労働省定員細則に規定されてい

るが，都道府県労働局ごとの定員数についての定めはない。 

     都道府県労働局並びに都道府県労働局管内の労働基準監督署及び公

共職業安定所の人員配置については，厚生労働省定員細則により定

められた都道府県労働局の総定員数を基に，厚生労働省から都道府

県労働局長宛てにそれぞれの総数が通知されている。 

     その過程の中で，労働局，労働基準監督署（支署を含む。）及び公

共職業安定所（出張所，分室を含む。）の特有の事情，要望等を反

映させることは困難であり，都道府県労働局からの特有の事情，要

望等の提出は求めていない。 

   ウ 諮問庁においては，本件審査請求を受け，改めて関係部局に対し本

件審査請求に係る開示請求の対象文書を保有しているか確認を行っ

たが，当該文書の保有は認められなかった。 

 （２）上記（１）の諮問庁の説明は不自然，不合理とまでは認められず，こ

れを覆すに足りる事情も存しない。また，諮問庁が行った探索の範囲，

方法も不十分とはいえない。 

    したがって，厚生労働省において，本件対象文書を保有しているとは

認められない。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，厚生労働省において本件対象文書を保有して

いるとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 


